
岩手県人事委員会告示第２号 

 口頭により開示請求をすることができる個人情報（平成26年岩手県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。 

  令和２年４月３日 

                                            岩手県人事委員会 

                                              委員長 熊 谷 隆 司 

改正前 改正後 

  

 口頭により開示請求をすることが

できる個人情報の内容 

口頭によ

り開示請

求をする

ことがで

きる期間 

口頭によ

り開示請

求をする

ことがで

きる場所 

  
口頭により開示請求をすることがで

きる個人情報の内容 

口頭によ

り開示請

求をする

ことがで

きる期間 

口頭によ

り開示請

求をする

ことがで

きる場所 

 

 

事務の種類 開示する内容 

  

事務の種類 開示する内容 

 

 

職員採用Ⅰ

種試験 

 ［略］  

 

   職員採用Ⅰ

種試験（一

般行政Ａに

限る。） 

 ［略］    

      

職員採用Ⅰ

種試験（一

般行政Ａを

除く。） 

第１次試験受験者（

第２次試験受験者を

除く。）にあっては

第１次試験の得点、

順位及び試験方法別

得点、第２次試験受

験者にあっては第１

次試験の得点、順位

及び試験方法別得点

、第２次試験の得点

及び試験方法別得点

並びに総合得点及び

総合順位 

〃 〃 

 

 

職員採用Ⅱ

種試験 

第１次試験受験者（

第２次試験受験者を

除く。）にあっては

第１次試験の得点、

順位及び試験方法別

得点、第２次試験受

験者にあっては第１

次試験の得点、順位

及び試験方法別得点

、第２次試験の得点

及び試験方法別得点 

 ［略］    

職員採用Ⅱ

種試験 
〃 

 ［略］   



 
 

並びに総合得点及び

総合順位 

    
  

   

  ［略］    ［略］  

      

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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